
詳細添付資料分

１、宣言内容（活動開始時）

　　　当社は、平成３０年から健康経営の活動の取組を開始しました。



２、宣言内容（令和5年宣言更新時）

　・

　　　　　　　最新版認定証　認定証に記載された文言に変更があった際に
　　　　　　　更新されます。毎年の更新・発行ではありません。



3、健康経営優良法人（中小規模法人部門）認証

　　　　　認定の前提条件として、保険者が主催する「健康企業宣言」活動
　　　を実施していることが求められます。
　　　年度別の認定となるため、毎年活動内容を報告し認証を受ける必要が
   　  あります。



４、働きやすい職場認証制度　三ツ星認証

審査時の加点対象として「健康経営優良法人（中小規模法人部門）」
の活動が評価されています



5、健康経営の活動内容

　＜2024年度活動結果＞
　①定期健康診断実施後の受診勧奨活動
　　・要治療・要精密検査対象者への所属長からの受診勧奨
　　・労災2次健診対象者への所属長、衛生管理者による面談実施及び受診勧奨

　　※労災２次健診対象者については、重篤化が懸念されるため受診率75％を
　　　目標に活動実施し
　　　　対象者：7名
　　　　受診者：6名
　　　　受診率：86％
　　　の結果となり、大幅に目標を上回る結果となりました。

　　　未受診者の1名については、産業医の管理のもと治療を継続しており、適時
　　　検査も実施しているため、「労災2次健診」の受診は不要との産業医の判断
　　　でした。

　②健康講話の開催
　　　・開催日：令和６年10月22日
　　　・講演テーマ：健康寿命延長のための体力維持
　　　・講師：健康運動指導士　向井先生
　　　・参加者：本店１6名

　③特定保健指導の実施
　　　・本店営業所：対象者8名中　7名受診
　　　・九州営業所：対象者0名
　　　・関西営業所：対象者0名
　　　※受診率：87.5％

　④婦人科がん検診等の助成開始
　　　・「乳がん、子宮頸がん、骨粗しょう症」の検診について、地域自治体が行う
　　　　健診並びに、生活習慣病予防健診の付加健診で受診する場合、事前申請
　　　　により、受診費用を全額会社が負担することとしました。
　　　・2024年11月からの運用開始と期間が限定されていたたため助成申請者
　　　　は、3名との結果でした。

　⑤「健康かごしま21普及推進会議」での事例発表について
　　　・開催日：2024年11月27日
　　　・開催場所：鹿児島県庁　講堂
　　　・内容：全国健康保険協会鹿児島支部の推薦をうけ、当社の健康経営の
　　　　　　　　取組内容を事例報告として発表しました。

　⑥職場の健康づくり賛同事業所認定
　　　・鹿児島県の取組である「職場の健康づくり賛同事業所」に2024年11月に認定
　　　・同時に「職場の健康づくりモデル事業所」としても指定されました



　＜2025年度実施予定＞
　①高血圧対象者への改善対策検討
　　　・乗務員の点呼時の乗務判断（健康状態把握）として、血圧測定を導入
　　　・血圧計の更新・追加配備

　②定期健康診断実施後の受診勧奨活動予定
　　・要治療・要精密検査対象者への所属長からの受診勧奨
　　・労災2次健診対象者への所属長、衛生管理者による面談実施及び受診勧奨

　③喫煙対策の強化
　　・定期健康診断で要治療・要精密検査となった喫煙者に対し、喫煙外来
　　　の受診勧奨実施予定

　④婦人科がん検診の受診費用助成の通年実施
　　・「婦人科がん検診等の助成」の利用促進を図るため、女性向けアンケートを実施
　　・2025年度通年での助成の実施

　⑤健康講話の開催予定
　　・2025年8月に健康講話開催
　　・全国健康保険協会より推奨がある「オンライン健康講座」を利用予定

　⑥特定保健指導の実施
　　・生活習慣病予防健診及び定期健康診断結果を基に指導いただきます

　⑦鹿児島県健康増進課　職場の健康づくり活動ＰＲ番組への参加
　　・2025年9月にＴＶ取材がありＫＴＳの「河内あづきのかごしまあっちこっち」
　　にて9月27日に放映されます

以上


